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　市民人権標語 　　　中学生の作品　　　気づきたい　あなたが出した　SOS

すべての人が安心して

暮らせるために

　

厚
生
労
働
省
は
、
平
成
20
年
の
リ
ー
マ

ン
シ
ョ
ッ
ク
に
端
を
発
し
た
雇
用
・
失
業
情

況
の
悪
化
を
踏
ま
え
、
住
宅
手
当
緊
急
特
別

措
置
事
業
等
生
活
困
窮
者
支
援
の
基
盤
を
整

備
し
て
き
ま
し
た
が
、
平
成
26
年
３
月
時
点

に
お
け
る
全
国
の
生
活
保
護
受
給
者
数
が

２
１
７
万
１
１
３
９
人
、
受
給
世
帯
数
は

１
６
０
万
２
１
６
３
世
帯
で
あ
り
、
過
去
最

多
と
な
っ
た
こ
と
を
発
表
し
ま
し
た
。

　

日
本
国
憲
法
第
25
条
で
は
、
「
す
べ
て

国
民
は
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生

活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
」
と
う
た
わ
れ

て
お
り
、
そ
れ
ら
の
実
現
の
た
め
の
制
度

と
し
て
、「
生
活
保
護
制
度
」が
あ
り
ま
す
。

◆
生
活
保
護
制
度
に
つ
い
て

　

生
活
保
護
制
度
と
は
、
資
産
や
能
力
等
す

べ
て
を
活
用
し
て
も
な
お
生
活
に
困
窮
す
る

人
に
対
し
、
国
が
困
窮
の
程
度
に
応
じ
て
必

要
な
保
護
を
行
い
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低

限
度
の
生
活
を
保
障
し
、
そ
の
自
立
を
助
長

す
る
制
度
で
す
。

　

生
活
保
護
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
要
保

護
者
（
生
活
困
窮
者
）
の
申
請
に
基
づ
い

て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
や
年

齢
・
健
康
状
態
等
の
様
々
な
事
情
を
考
慮

し
て
決
定
さ
れ
ま
す
。

　

市
で
は
、
自
立
支
援
相
談
員
を
配
置
し
、

自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
就
労
支
援
・
退

院
支
援
・
多
重
債
務
解
消
支
援
等
）
を
作

成
し
、
個
々
の
実
情
に
即
し
た
適
切
な
自

立
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◆
住
宅
支
援
給
付
事
業
に
つ
い
て

　

市
で
は
、
離
職
者
で
あ
っ
て
、
就
労
能

力
や
意
欲
が
あ
る
人
の
う
ち
、
住
宅
を
喪

失
し
て
い
る
又
は
喪
失
す
る
お
そ
れ
の
あ

る
人
を
対
象
と
し
て
原
則
３
か
月
間
（
一

定
の
条
件
を
満
た
し
た
場
合
は
、
最
長
９

か
月
間
）
、
賃
貸
住
宅
等
の
家
賃
と
し
て

住
宅
支
援
給
付
金
を
支
給
す
る
と
と
も

に
、
再
就
職
に
向
け
た
支
援
を
行
っ
て
い

ま
す
。

◆
新
た
な
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度

　に
つ
い
て

　

生
活
困
窮
者
の
自
立
を
促
進
す
る
た
め

に
は
、
最
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
で
あ

る
生
活
保
護
制
度
の
自
立
助
長
機
能
の
強

化
に
加
え
、
生
活
保
護
に
至
る
前
の
段
階

に
あ
る
生
活
困
窮
者
を
支
援
す
る
、
い
わ

ゆ
る
第
二
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
充
実

を
図
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

自
立
相
談
支
援
事
業
の
実
施
、
住
居
確

保
給
付
金
の
支
給
、
そ
の
他
自
立
支
援
に

関
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
生
活

困
窮
者
の
自
立
促
進
を
図
る
た
め
に
「
生

活
困
窮
者
自
立
支
援
法
」
が
平
成
25
年
12

月
６
日
に
国
会
で
可
決
・
成
立
し
ま
し
た
。

　

法
律
が
施
行
さ
れ
る
平
成
27
年
４
月
に

向
け
て
、
生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援
事

業
等
の
実
施
に
つ
い
て
、
現
在
検
討
を

行
っ
て
い
ま
す
。

◆
ご
相
談
く
だ
さ
い

　

市
で
は
、
す
べ
て
の
人
が
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
た
め
に
、
生
活
に
困
窮
す
る
人
の

相
談
等
に
応
じ
て
い
ま
す
。
相
談
や
申
請

の
秘
密
は
守
ら
れ
、
必
要
に
応
じ
て
各
種

制
度
等
の
案
内
も
し
て
い
ま
す
。

　

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、
ま
ず
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課
保
護
係
（
福
祉
会
館
内
）

　

☎
22-

７
７
４
２

日時　８月 24 日（日）　13 時 30 分～ 15 時

場所　勤労青少年ホーム３階軽運動場

　※入場無料

テーマ　お掃除ホームレスにみる人権

講師　田辺　凌
りょうかく

鶴さん（講談師）

講師プロフィール

　講談協会としては、24 年ぶりの男性真打昇進。講談の自作

を得意とし、これまでに発表した自作講談は 100 本を超える。

問い合わせ　人権センター　☎ 22-3726

「人権のまち竹原」市民研究集会

全国一斉「高齢者・障害者の
人権あんしん相談」強化週間
　虐待や差別など、様々な人権問題を

積極的に把握し、問題解決の援助をす

るために、人権相談所を常時開設して

います。

　９月８日（月）から９月 14 日（日）

までを全国一斉強化週間とし、相談時

間を延長します。

電話相談　0570-003-110

相談時間　８時 30 分～ 19 時

　※ただし、土・日曜日は 10 時～ 17 時

実施機関

　広島法務局

　広島県人権擁護委員連合会


